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「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」 

に対する日本新聞協会メディア開発委員会の声明 

 

社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会 

委員長 山 田 哲 郎 

 

インターネット上のいわゆる有害情報から青少年を守ることを目的に掲げた、｢青少年が

安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案｣が、６月６日、

衆議院青少年問題に関する特別委員会に提出され、同日の衆院本会議で可決された。 

有害情報かどうかの定義・判断については、憲法 21条が保障する表現の自由の観点から、

直接、間接を問わず国は関与すべきではない。「例示」といえども、有害情報がいったん法

律で規定されれば、事実上の情報規制を招く根拠ともなりかねない。また、有害情報を実

質的に判断するフィルタリング推進機関を国への「登録制」とすることについても、公的

関与の余地を残す懸念がある。 

青少年のためにインターネット上の情報について何らかの対策が必要だとしても、それ

が法規制によって行われれば、表現の自由を損なうことにつながりかねないと危惧する。

青少年を有害情報から守り、適切なインターネット利用を促進するための対策は、民間に

よる自主的取り組みを尊重すべきである。 
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